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２．８ 配    管 

１ 配管の原則 

  （略） 

２ 一般配管 

 1) 道路部から宅地への立上がり配管は、ステンレス鋼鋼管、波

状ステンレス鋼管又はポリエチレン管により施工すること。 

 2) ステンレス鋼鋼管又は波状ステンレス鋼管の継手には、伸縮

可とう継手を使用すること。 

3) （略）  

３ 止水栓との接続 

  止水栓との接続は、止水栓開閉時の管及び継手に加わる力を分散

するため、次の材料を使用し配管すること。 

  1) 口径 20mm ～ 50mm の伸縮可とうボール止水栓前後の配管 

は、ステンレス鋼鋼管を 0.3m 以上使用すること。 

 2)～4)  （略） 

４ 量水器との接続 

   1) （略） 

2)  口径 50mm の量水器を設置する場合は、上流側から順にフラ 

ンジ短管、量水器用伸縮補足管を使用すること。 

 3) （略） 

 

 

２．８ 配    管 

１ 配管の原則 

  （略） 

２ 一般配管 

 1) 道路部から宅地への立上がり配管は、ステンレス鋼管、波状

ステンレス鋼管又はポリエチレン管により施工すること。 

 2) ステンレス鋼管又は波状ステンレス鋼管の継手には、伸縮可

とう継手を使用すること。 

3) （略）  

３ 止水栓との接続 

  止水栓との接続は、止水栓開閉時の管及び継手に加わる力を分散

するため、次の材料を使用し配管すること。 

  1) 口径 20mm ～ 50mm の伸縮可とうボール止水栓前後の配管 

は、ステンレス鋼管を 0.3m 以上使用すること。 

 2)～4)  （略） 

４ 量水器との接続 

1)  （略） 

2)  口径 50mm の量水器を設置する場合は、上流側から順にフラ 

  ンジ短管、量水器伸縮補足管を使用すること。 

  3) （略） 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－２－７８） 

JWWA 規格の名称に変更。 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－２－７８） 

JWWA 規格の名称に変更。 

 

 

 

・（Ⅲ－２－７９） 

 語句の修正。 
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２．９～２．１０ 

 （略） 

 

２．１１ 受水槽式の設備 

１ 設置場所 

  （略） 

２ 構  造 

1)～4)  （略） 

5) 越流管 

①～② （略） 

③ 吐水口空間 

ｱ) 口径 25mm 以下の場合は、表 2.11. 1 のとおりとする。 

 

       表 2.11. 1  吐水口空間－１ 

 

 

 

  （略） 

  6) その他 

 ① 受水槽には、最低部に排水管及び排水ピットを設置すること

とし、排水口空間を設けること。 

 ② 受水槽には、オーバーフロー等を防止するための水位異常警

２．９～２．１０ 

 （略） 

 

２．１１ 受水槽式の設備 

１ 設置場所 

  （略） 

２ 構  造 

1)～4)  （略） 

5) 越流管 

①～② （略） 

③ 吐水口空間 

ｱ) 口径 25mm 以下の場合は、表 2.11. 1 のとおりとする。 

 

       表 2.11. 1  吐水口空間－１ 

 

 （略） 

6) その他 

 ① 受水槽には、最低部に排水管及び排水ピットを設置すること

とし、排水口空間を設けること。 

 ② 受水槽には、極力、オーバーフロー等を防止するための水位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－２－８２） 

厚生労働省からの通知（平成

24 年 9 月 6 日 健水第 0906 第

5 号）に基づき修正。 

 

 

 

・（Ⅲ－２－８３） 

極力を削除。 

口　　　　　　　　径
近接壁と吐水口の

中心までの水平距離：B
越流管から吐水口の

中心までの垂直距離：A

13mm以下 25mm以上 25mm以上
13mmを超え20mm以下 40mm以上 40mm以上
20mmを超え25mm以下 50mm以上 50mm以上

口　　　　　　　　径
近接壁と吐水口の

中心までの水平距離：B
越流管から吐水口の

最下端までの垂直距離：A

13mm以下 25mm以上 25mm以上
13mmを超え20mm以下 40mm以上 40mm以上
20mmを超え25mm以下 50mm以上 50mm以上
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報装置を設置すること。 

 ③～④ （略） 

 ３ 受水槽の容量 

 1)  （略） 

2)  受水槽の容量は所要水量によって定めるが、配水管の口径に 

比べ単位時間当りの受水量が大きい場合には、配水管の水圧が 

低下し、付近の給水に支障を及ぼすことがあるので、     

定流量弁、減圧弁及びタイムスイッチ付き電動弁等により対応

すること。 

 3) （略） 

４ 受水槽の兼用 

1) 受水槽に水道水と井水等の水道水以外の水とを混合して供給

してはならない。ただし、下記条件に合致する場合はこの限り

でない。 

     ① 水質基準に適合し飲料適であること。 

② 「水道法」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法

律」に基づく維持管理がなされていること。 

③ 専用水道等に該当することになるので、各市の衛生部局の

了解が得られていること。 

④ 住宅の場合であっても各戸検針はできないこと。 

  2)  （略） 

５ 受水槽の設置（標準） 

異常警報装置を設置すること。 

 ③～④ （略） 

  ３ 受水槽の容量 

 1)  （略） 

2)  受水槽の容量は所要水量によって定めるが、配水管の口径に

比べ単位時間当りの受水量が大きい場合には、配水管の水圧が

低下し、付近の給水に支障及ぼすことがあるので、           

定流量弁、減圧弁及びタイムスイッチ付き電動弁等により対応

すること。 

 3) （略） 

４ 受水槽の兼用 

1) 受水槽に水道水と井水等の水道水以外の水とを混合して供給

してはならない。ただし、下記条件に合致する場合はこの限り

でない。 

     ① 水質基準に適合し飲料適であること。 

② 「水道法」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法

律」に基づく維持管理がなされていること。 

③ 専用水道等に該当することになるので、保健所の了解が得

られていること。 

④ 住宅の場合であっても各戸検針はできないこと。 

2)  （略） 

５ 受水槽の設置（標準） 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－２－８３） 

  文章の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－２－８４） 

管轄は衛生部局であるため修

正。 
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（略） 

 

２．1２ プール等への給水 

プール、噴水、防火水槽、その他水を入れ又は受ける器具への給

水は、次によるものとする。 

１ 給水管の吐出口は必ず落し込みとし、オーバーフロー水位面と

の間隔は給水管口径の 1.5 倍以上とすること。 

    ただし、口径 25 mm 以下の場合は、オーバーフロー水位面と

の間隔を 50 mm 以上とすること。 

２ プール等水面が特に波立ちやすい水槽並びに、事業活動に伴い

洗剤又は薬品を使う水槽及び容器に給水する場合には、越流管か

ら吐水口の最下端までの垂直距離は 200mm 未満であってはなら

ない。 

３ プール、噴水等への給水は、自動制御ではなく手動による方式

とすること。 

  ただし、消防水利として利用する器具（防火水槽等）で、自動

制御により給水する場合はその都度、当局と協議すること。 

４ オーバーフロー装置は、必ず設けること。 

５ 注入口に近接して、止水栓を設置すること。 

６ プール用の給水管は、プール容積、付属設備、使用形態等を考

慮して、口径を決定すること。 

７ プールには循環装置の設置を考慮すること。 

（略） 

 

２．1２ 防火水槽等への給水 

 防火水槽、プール、噴水、その他水を入れ又は受ける器具への給

水は、次によるものとする。 

１ 給水管の吐出口は必ず落し込みとし、オーバーフロー水位面と

の間隔は給水管口径の 1.5 倍以上とすること。 

    ただし、口径 25 mm 以下の場合は、オーバーフロー水位面と

の間隔を 50 mm 以上とすること。 

 

 

 

 

２ 防火水槽、プール、噴水等への給水は、原則として、手動によ

る方式とすること。 

 

 

３ オーバーフロー装置は、必ず設けること。 

４ 注入口に近接して、止水栓を設置すること。 

５ プール用の給水管は、プール容積、付属設備、使用形態等を考

慮して、口径を決定すること。 

６ プールには循環装置の設置を考慮すること。 

 

 

・（Ⅲ－２－８６） 

 項目名の変更及び文章の修正。 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－２－８６） 

２．１１受水槽式の設備と整合

を取るため追記。 

 

・（Ⅲ－２－８６） 

表現を変更。 
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２．1３ 消防用設備等 

１ 屋外消火栓の設置方法について 

① 設置位置等は、原則として消防法施行令・同施行規則等に

基づくこととし、日常の通行に支障なく、消防活動（消防車

の出入り等）に便利なところとする。 

② 消火栓の口径及び形状は、原則として公設消火栓と同様の

ものとする。 

③ 消火栓用給水管口径は、単口の場合はφ75mm 以上、双口

の場合はφ100mm 以上とする。 

④ 私設消火栓には、量水器を設置しない。ただし、停滞水の

逆流を防止するため逆止弁を設置する。また、消火栓を封印

するものとする。 

 

２ 屋内消火栓の設置方法について 

   屋内消火栓は、火災が発生した場合または消防演習を行わな

い限り、消防用給水管内の水は停滞し水質上の管理に問題が生

じるため、原則として受水槽以下設備等給水装置とは別系統で

設置する。  

   また、消火水槽への補給水・ポンプの呼び水のための給水設

備については、特例として給水装置で行うことを認めるが、給

水管に停滞水が発生しないような構造とする。  

 

２．１３ 私設消火栓 

１ 私設消火栓には、量水器を設置せず、消火栓を封印するものと

する。 

２ 消火栓の設置場所は、日常の通行に支障なく、かつ、消防車の

出入りに便利な位置を選定 するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－２－８６） 

旧記載内容と現行の運用方法

をまとめた。 

 項目名も変更した。 
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２．1４ 仮設配水管からの分岐 

 １ （略） 

 ２ 仮配管（給水）材料については、ステンレス鋼鋼管、波状ス

テンレス鋼管、フレキシブル 継手（ＦＪ－Ａ、ＦＪ－Ｂ）又

はビニルライニング綱管を使用し、取り出しについてはサド 

ル分水栓（鋼管用等）を使用すること。 

 ３～４ （略） 

 

３ 施 工 

３．１ 施工一般 

 （略） 

 

３．２ 土 工 事 

１ 道路掘削 

 （略） 

２ 道路埋戻し 

1) 埋戻しにあたっては、道路管理者及び所轄警察署長の許可条

件及び指示事項（復旧条件等）を遵守すること。 

 

 

2) 埋戻しは、片埋めにならないように注意し、原則として管天

端までは一層仕上り厚 15cm 毎に人力で締め固め、その後は仕上

２．1４ 仮設配水管からの分岐 

 １ （略） 

 ２ 仮配管（給水）材料については、ステンレス鋼管、波状ステ

ンレス鋼管、フレキシブル 継手（ＦＪ－Ａ、ＦＪ－Ｂ）又は

ビニルライニング綱管を使用し、取り出しについてはサドル分

水栓（鋼管用等）を使用すること。 

 ３～４ （略） 

 

３ 施 工 

３．１ 施工一般 

 （略） 

 

３．２ 土 工 事 

１ 道路掘削 

（略） 

２ 道路埋戻し 

1) 埋戻しにあたっては、道路管理者及び所轄警察署長の許可条件

及び指示事項を遵守すること。 

2) 埋戻しは、洗砂若しくは山砂又はこれと同程度の土砂を用いる

こと。 

3) 埋戻しは、片埋めにならないように注意し、原則として管天端

までは一層仕上り厚 15cm 毎に人力で締め固め、その後は仕上り

 

 

・（Ⅲ－２－８６） 

 JWWA 規格の名称に変更。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－３－２） 

「復旧条件等」を追加した。 

山砂は使っておらず、1)、2)

をまとめる。 
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り厚 20cm 毎に機械により締め固めを行うこと。 

3) 埋戻しにあたっては、水道管及び他企業地下埋設物に損傷そ

の他影響を及ぼさないよう十分注意すること。 

4)～(6)  （略） 

３ 道路復旧 

 （略） 

 

３．３ 分岐工事 

１～４ （略） 

５ 割丁字管又はサドル分水栓により分岐する場合は、次の事項

に留意しなければならない。  

1) 穿孔する箇所及びその周辺は、泥やスケ－ル等が付着して

いないようよく洗い落とすこと。 

2) 穿孔する箇所を定め、その位置に確実に取り付けること。 

3) 配水管に仮締めした後、取付位置を変更するときは、ゴム

パッキンの破損による漏水が考えられるので、必ず取りはず

し、改めて取付けること。            

  4)  取付け後、穿孔口からパッキンの設置状況等を確認すると

ともに、弁等を開いたうえで所定の水圧(0.75MPa)を１分間加

え、耐圧及び漏水の有無を確認すること。 

 5)～9)  （略） 

 ６～７ （略） 

厚 20cm 毎に機械により締め固めを行うこと。 

4) 埋戻しにあたっては、水道管及び他企業地下埋設物に損傷その

他影響を及ぼさないよう十分注意すること。 

 5)～7)  （略） 

３ 道路復旧 

 （略） 

 

３．３ 分岐工事 

１～４ （略） 

５ 割丁字管又はサドル分水栓により分岐する場合は、次の事項

に留意しなければならない。  

1) 穿孔する箇所及びその周辺は、泥やスケ－ル等が付着して

いないようよく洗い落とすこと。 

2) 穿孔する箇所を定め、その位置に確実に取り付けること。 

3) 配水管に仮締めした後、取付位置を変更するときは、ゴム

パッキンの破損による漏水が考えられるので、必ず取りはず

し、改めて取付けること。            

  4)  取付け後、穿孔口からパッキンの設置状況等を確認すると

ともに、所定の水圧 （1.75MPa ）を１分間以上加えて、耐圧

及び漏水の有無を確認すること。 

  5)～9)  （略） 

 ６～７ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－３－３） 

水道工事標準仕様書 2015 年度 

版の割Ｔ字管の耐圧試験及び 

サドル付分水栓の止水性能 

（JWWA B117）を考慮し、耐 

圧試験の水圧を変更する。 
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３．４ 配管工事 

１ 共通事項 

1) 管の下端は、凹凸その他不均衡な箇所が生じないようにな

らし、特に砂利、石塊等が多い地盤では管の周囲を良質土砂

で埋戻し、固形物が管に直接触れないように施工すること。 

 2) 配管作業中、工器具等で管に外傷を与えないよう十分注意

すること。 

 3)  既設埋設物及び構造物に近接して配管しなければならな

い場合は、上下左右とも原則として 30cm 以上離すこと。 

4) 崖や石垣等に平行して配管する場合は、法肩及び法尻から

可能な限り離れた位置を選定すること。 

5) 防護措置（防寒、防露、防食を含む。）は、適切に施工す

ること。 

6) 配管工事は、いかなる場合でも衛生に十分注意し、工事の

中断時又は１日の工事終了後には、管端にプラグ等で栓をし、

汚水等が流入しないようにすること。 

7) 給水管の配管は、原則として直管及び継手を接続すること

により行うこと。 

ただし、施工上やむを得ず曲げ加工を行う場合には、材

質に応じた適正な加工を行うこと。 

8) 保管は、原則として屋内とし、やむを得ず屋外に保管する

場合は、ビニ－ルシ－ト等にて保護すること。 

３．４ 配管工事 

１ 共通事項 

1) 管の下端は、凹凸その他不均衡な箇所が生じないようにな

らし、特に砂利、石塊等が多い地盤では管の周囲を良質土砂

で埋戻し、固形物が管に直接触れないように施工すること。 

 2) 配管作業中、工器具等で管に外傷を与えないよう十分注意

すること。 

 3)  既設埋設物及び構造物に近接して配管しなければならな

い場合は、上下左右とも原則として 30cm 以上離すこと。 

4) 崖や石垣等に平行して配管する場合は、法肩及び法尻から

可能な限り離れた位置を選定すること。 

5) 防護措置（防寒、防露、防食を含む。）は、適切に施工す

ること。 

6) 配管工事は、いかなる場合でも衛生に十分注意し、工事の

中断時又は１日の工事終了後には、管端にプラグ等で栓をし、

汚水等が流入しないようにすること。 

7) 給水管の配管は、原則として直管及び継手を接続すること

により行うこと。 

ただし、施工上やむを得ず曲げ加工を行う場合には、材

質に応じた適正な加工を行うこと。 

8) 保管は、原則として屋内とし、やむを得ず屋外に保管する

場合は、ビニ－ルシ－ト等にて保護すること。 
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新 旧 改正内容 

9) 保管場所は、平坦であり管の上には重量物等を載せないこ

と。 

10) 油等の汚れが付着しないように十分注意すること。 

11)  取扱いについては、管に損傷を与えないよう十分注意する

こと。 

12)  敷設した配管に給水用具等を取付け後、分岐部から第１止

水栓までは 0.75MPa、第１止水栓から下流側は 1.75MPa をそ

れぞれ 1分間加え、耐圧及び漏水の有無を確認すること。た

だし、第１止水栓から下流側において所定の水圧を加えるこ

とが困難な給水用具等がある場合は、その都度、当局と協議

すること。 

 ２ 量水器片落ユニオンの施工 

  （略） 

 ３ ステンレス鋼管の施工 

  1)～2)  （略） 

  3)ステンレス鋼管の継手 

   ① 伸縮可とう継手 

    ｱ）種類 

    （略） 

    ｲ）施工 

    （略） 

表 3. 4. 1  溝付け位置、挿入量及び締付けトルク 

9) 保管場所は、平坦であり管の上には重量物等を載せないこ

と。 

10) 油等の汚れが付着しないように十分注意すること。 

11)  取扱いについては、管に損傷を与えないよう十分注意する

こと。 

 

12)  敷設した配管に給水用具等を取付け後、分岐部から第１止

水栓までは 0.75MPa を１分間加え、第１止水栓から下流側は

耐圧性能試 

験（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令  （平成 9

年 3月 19 日厚生省令第 14 号）第 1条第 1項第 1 

 ２ 量水器片落ユニオンの施工 

  （略） 

 ３ ステンレス鋼管の施工 

  1)～2)  （略） 

  3)ステンレス鋼管の継手 

   ① 伸縮可とう継手 

    ｱ）種類 

    （略） 

に規 ｲ）施工 

    （略）局と協議すること。 

表 3. 4. 1  溝付け位置、挿入量及び締付けトルク 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－３－４） 

水道工事標準仕様書 2015 年度 

版の割Ｔ字管の耐圧試験及び 

サドル付分水栓の止水性能 

（JWWA B117）を考慮し、第

１止水栓上流側、下流側それぞ

れについて、耐圧試験の水圧を

定める。 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

   ② フレキシブル継手 

    （略） 

 ４ ポリエチレン管の施工 

   （略） 

３．５ 給水管の接合方法 

 １～６（略） 

 ７ ポリエチレン管（１種２層管）との接合は、図３．５．６に

示すとおりとする。 

 

図３．５．６ 

１-１）ステンレス鋼管との接合（伸縮可とう継手 Rｃ） 

 

 

 

 

 

 

 

 
② フレキシブル継手 

    （略） 

 ４ ポリエチレン管の施工 

   （略） 

３．５ 給水管の接合方法 

 １～６（略） 

 ７ ポリエチレン管（１種２層管）との接合は、図３．５．６に

示すとおりとする。 

 

図３．５．６ 

１）ステンレス鋼管との接合 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－３－６） 

SI 単位に変換する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａタイプ Ｂタイプ
溝付け位置  mm 挿入量  mm

20 49 81 7.0
25 49 81 7.0
40 - 85 12.0
50 - 85 12.0

呼び径
    mm

締付けトルク
     kgf・m

Ａタイプ Ｂタイプ
溝付け位置  mm 挿入量  mm

20 49 81 70
25 49 81 70
40 - 85 120
50 - 85 120

呼び径
    mm

締付けトルク
     N・m
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新 旧 改正内容 

１-２）ステンレス鋼管との接合（伸縮可とう継手 絶縁メー

ター用） 

 

 

 

 

 

  ２）～８） （略） 

 

３．６ 量水器等の取付け 

１ 量水器 

（略） 

２ 量水器筐 

1)～4)  （略） 

5) 量水器筐の蓋裏には、当該水栓番号を記載すること。 

なお、連合栓については筐内部側面等の目視可能な箇所にも

当該水栓番号を記載すること。 

 6)  （略） 

 

３．７ 止水栓等の取付け 

   １ 止水栓 

    （略） 

 

 

 

 

 

 

 

  ２）～８） （略） 

 

３．６ 量水器等の取付け 

１ 量水器 

（略） 

２ 量水器筐 

1)～4)  （略） 

5) 量水器筐の裏には、白ペンキ等で当該水栓番号を記載するこ

と。 

   

 6)  （略） 

 

３．７ 止水栓等の取付け 

   １ 止水栓 

    （略） 

・（Ⅲ－３－１６） 

 伸縮可とう継手絶縁メーター

用の図を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－３－１８） 

連合栓の場合を追記する。 
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新 旧 改正内容 

   ２ 止水栓筐 

    1)～2)  （略） 

    3)  仕切弁筐の取付けは、次によるものとする。 

     ①～④ （略） 

  図 3. 7. 4  仕切弁筐（ソフトシール弁）の設置標準図 

 
３．８ 防護措置等 

   １ 防護措置 

     （略） 

   ２ 防食措置 

    1)～3)  （略） 

    4)  防食コア 

     ① サドル分水栓 

      ｱ） 穿孔作業終了後、穿孔断面に挿入機によりサド

   ２ 止水栓筐 

    1)～2)  （略） 

    3)  仕切弁筐の取付けは、次によるものとする。 

     ①～④ （略） 

      図 3. 7. 4  仕切弁筐の設置標準図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．８ 防護措置等 

   １ 防護措置 

     （略） 

   ２ 防食措置 

    1)～3)  （略） 

    4)  防食コア 

     ① サドル分水栓 

      ｱ） 穿孔作業終了後、穿孔断面に挿入機によりサド

 

 

 

 

・（Ⅲ－３－２０） 

寸法を修正する。 
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新 旧 改正内容 

ル分水栓用樹脂製防食コアを装着すること。 

           ｲ)  施工の標準は、図 3. 8. 5 のとおりとする。 

図 3. 8. 5  防食コアの施工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②～③ （略） 

 

３．９ 給水管の明示 

   １～２ （略） 

   ３ 標示杭等の設置 

    ①～③ （略） 

 

 

ル分水栓用樹脂製防食コアを装着すること。 

           ｲ)  施工の標準は、図 3. 8. 5 のとおりとする。 

図 3. 8. 5  防食コアの施工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②～③ （略） 

 

３．９ 給水管の明示 

   １～２ （略） 

   ３ 標示杭等の設置 

    ①～③ （略） 

 

 

 

 

・（Ⅲ－３－２７） 

防錆コアを防食コアに変更す

る。 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 修 繕 工 事 

 （略） 

 

５ 手 続 き 

５．１ 一般事項 

  （略） 

 

５．２ 給水に係る事前協議の申請 

１ 事前協議を必要とする範囲 

 1）～5)  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 修 繕 工 事 

 （略） 

 

５ 手 続 き 

５．１ 一般事項 

  （略） 

 

５．２ 給水に係る事前協議の申請 

１ 事前協議を必要とする範囲 

 1）～5)  （略） 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－３－３２） 

「プレイト」を「プレート」に

修正する。 
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新 旧 改正内容 

表 5. 1. 1  開発負担金に係る業態別協議対象規模表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 事前協議の申請に伴う提出書類 

    1) 給水に係る事前協議申請書（別記第１号様式） 

2） 案内図（位置図） 

3) 建築工事計画図書一式 

4) 土地利用計画図 

5) 宅地造成計画平面図 

6) 建築確認済証の写し 

7)  既設給水栓図面写し及び1/500管網図写し 

表 5. 1. 1  開発負担金に係る業態別協議対象規模表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 事前協議の申請に伴う提出書類 

   1) 給水に係る事前協議申請書（別記第１号様式） 

   2) 建築工事計画書（許可書のあるものはその写し）一式 

   3) 宅地造成を伴うものは、開発行為に関する図面、協議書

（許可書のあるものはその写し）一式 

   4) その他当局が必要と認める図書 

 
 

・（Ⅲ－５－１） 

 業態別水量基準の改正（平成

25 年 4 月）に伴い、協議対象

規模数値を見直した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－５－２） 

 Ⅲ－５－５「給水に係る事前協 

議申請書」下部記載の添付図書

と統一する。 

（以下の箇所は「給水に係る事

前協議申請書」も変更する） 

・「建築確認通知書」は現在、「建
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新 旧 改正内容 

8) 廃止証明書の写し 

9) 開発行為等に関する協議書の写し 

10)  その他水道局が必要と認める図書（給水立面図・水理

計算書等） 

11) 建築物に係る配水管布設工事にあっては給水装置工

事に係る協議回答書写し 

 

５．３～５．９ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
５．３～５．９ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

築確認済証」となっている。 

・「協議経過」を削除。 

・その他水道局が必要と認める図

書に水理計算書を加えた。 
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新 旧 改正内容 

第１号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－５－５） 

 5)「建築確認通知書」は現在、

「建築確認済証」となってい

る。 

8)「協議経過」を削除。 

9)その他水道局が必要と認め

る図書に水理計算書を加えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
新 旧 対 照 表 

79 /183                        

新 旧 改正内容 

様式① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－５－７） 

 実際に提出する際の用紙サイ

ズ（Ａ４）に修正した。 

  項目番号を修正。 
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新 旧 改正内容 

様式② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－５－７） 

 実際に提出する際の用紙サイ

ズ（Ａ４）に修正した。 
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新 旧 改正内容 

様式③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－５－８） 

 実際に提出する際の用紙サイ

ズ（Ａ４）に修正した。 

 「使用者名」を「申請者名」に

変更。 

 「粍」を「mm」に修正。 
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新 旧 改正内容 

様式④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－５－８） 

 実際に提出する際の用紙サイ

ズ（Ａ４）に修正した。 

 「使用者名」を「申請者名」に

変更。 

 「粍」を「mm」に修正。 
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新 旧 改正内容 

様式⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－５－９） 

 実際に提出する際の用紙サイ

ズ（Ａ４）に修正した。 
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新 旧 改正内容 

様式⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅲ－５－９） 

 実際に提出する際の用紙サイ

ズ（Ａ４）に修正した。 
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新 旧 改正内容 

様式⑦ 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式⑦ 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


